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法
六
四
条
と
損
失
補
償

ワ
ン
ル

l
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
に

見
る
要
綱
と
条
例

請
願
・
陳
述
と
建
築
確
認
・

開
発
許
可
に
つ
い
て

景
観
保
護
の
法
制
度

書

評

建
築
基
準
法
の
諸
問
題

コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
地
方
自
治

法

判
例
解
説

公
法
上
の
意
思
表
示

八白

現
代
行
政
法
大
系
6

収自
治
研
修
二
七

O
号

ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二

O
号

コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
地
方
自

治

法

所

収

法
曹
時
報
三
七
巻
一
号

憲
法
の
争
点
(
新
版
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊

茅
ヶ
崎
市
議
員
研
修
講
義

録法
令
解
説
資
料
総
覧

七
四

1
七
七
号

職
員
研
修

旧
行
政
判
例
百
選

所

一
九
八
三

一
九
八
三

一
九
八
四

一
九
八
五

一
九
八
五

一
九
八
五

一
九
八
五

一
九
八
六

一
九
八
六

一
九
八
七

一
九
七
九

一
九
七
九



一
防
共
の
福
祉
に
よ
る
財
産
権
の
制

行
政
行
為
に
対
す
る
司
法
審
査
の

範

囲

l
h吋
。
当
巾
ロ
〈
・
∞
巾
ロ
田
0
5

N

∞日ロ・
ω・M
M
2
3
3

土
地
改
良
区
総
代
選
挙
の
無
効
裁

決
に
対
し
て
当
該
土
地
改
良
区
の

提
起
し
た
取
消
訴
訟
の
適
否

地
方
公
共
団
体

私
有
財
産
を
「
公
共
の
た
め
に
用

ひ
る
」
の
意
義

私
人
の
公
法
行
為

納
税
申
告
の
間
相
続

行
政
機
関
の
表
示
の
錯
誤

行
政
指
導
に
よ
る
建
築
確
認
の
留

保事
情
判
決

無
権
利
者
に
対
す
る
換
地
予
定
地

指
定
処
分
の
効
力

未
登
記
無
申
告
権
利
者
に
対
す
る

換
地
予
定
地
指
定
処
分
の
通
知
の

要
否

村
民
の
村
道
利
用
権

建
築
基
準
法
四
八
条
一
項
の
例
外

許
可
と
隣
接
居
住
者
に
よ
る
取
消

訴
訟
の
原
告
適
格

旧
憲
法
判
例
百
選

旧
英
米
判
例
百
選

昭
和
四
一
・
四
二
重
要
判
例
解
説

憲
法
判
例
会
一
)

憲
法
判
例
百
選

新
版
・
第
二
版

行
政
判
例
百
選
(
新
版

行
政
判
例
百
選

行
政
判
例
百
選

行
政
判
例
百
選

(
第
二
版
)

I 

租
税
判
例
百
選

土
地
収
用
判
例
百
選

土
地
収
用
判
例
百
選

地
方
自
治
判
例
百
選

街
づ
く
り
・
国
づ
く
り
判
例
百
選

He
列
干
口
代

半
4
t晶
画
面
司

そ
の
他

判
例
時
報

宅
地
造
成
等
規
制
法
上
の
許
可
と
建
築
確
認
と
の
関
係
(
東
京
高
決
昭

和

五

四

・

一

・

一

一

六

)

九

五

一

号

一

九

八

O

敷
地
の
重
複
使
用
に
対
す
る
建
築
確
認
拒
否
処
分
と
国
家
賠
償
法
一
条

(
東
京
高
判
昭
和
五
四
・
九
・
二
四
)
九
八
九
号
一
九
八
一

都
市
計
画
法
八
条
一
項
一
号
・
一
一
一
号
に
基
づ
く
工
業
地
域
・
高
度
地
区

指
定
の
処
分
性
(
最
判
昭
和
五
七
・
四
・
一
一
一
一
)

一
O
七

三

号

一

九

八

三

工
事
完
了
後
の
建
築
確
認
取
消
訴
訟
の
訴
え
の
利
益

一
一
五
一
号
一
九
八
五

都
市
計
画
法
上
の
適
合
証
明
は
建
築
主
事
の
権
限
に
属
す
と
し
て
開
発

許
可
権
者
の
し
た
証
明
の
処
分
性
を
否
定
し
た
事
例

一
一
八

O
号

一

九

八

六

土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
認
可
の
処
分
性
と
施
行
地
区
内
の
宅
地
所

有

者

の

原

告

適

格

一

二

六

O
号

一

九

八

八

都
市
計
画
法
上
の
適
合
証
明
に
つ
い
て
の
審
査
権
は
開
発
審
査
会
で
な

く

建

築

主

事

だ

と

し

た

事

例

一

二

七

三

号

一

九

八

八

土
地
改
良
事
業
換
地
処
分
に
つ
き
数
筆
の
従
前
地
に
対
し
数
筆
の
換
地

を
定
め
る
と
き
の
照
応
原
則
は
各
従
前
地
・
換
地
の
適
合
で
な
く
、
総

合
的
に
見
て
照
応
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
良
い
と
し
た
例

一
二
九
七
号

土
地
収
用
に
お
け
る
補
償
裁
決
の
裁
量
性

一
一
ニ
六
四
号

自
治
研
究

九

九 九
九八
一九



二
重
差
押
の
第
二
次
差
押
の
効
カ
を
争
う
利
益
の
有
無
等

三
四
巻
六
号

耕
地
整
理
組
合
に
対
し
換
地
の
交
付
を
求
め
る
訴
え
の
適
否
等

三
五
巻
一

O
号
一
九
五
九

一
一
地
買
収
処
分
に
お
け
る
訴
願
不
経
由
の
買
収
計
画
の
票
用
訴
訟
の
適

一
ニ
七
巻
四
号
一
九
六
一

在
監
者
の
規
律
違
背
に
対
す
る
懲
罰
と
抗
告
訴
訟

三
七
巻
三
号
一
九
六
一
二

市
と
村
の
境
界
変
更
に
関
す
る
投
票
と
公
職
選
挙
法
二

O
五
条

四
一
巻
一

O
号
一
九
六
五

公
務
員
の
分
限
免
職
処
分
に
期
限
を
付
す
る
こ
と
は
違
法
か

四
二
一
巻
八
号
一
九
六
七

自
治
体
が
公
園
用
地
取
得
後
未
登
記
で
あ
っ
た
間
に
第
三
者
が
対
抗
要

件
を
得
た
後
に
為
さ
れ
た
供
用
開
始
処
分
の
効
力

六
五
巻
三
号

一
九
五
八

一
九
八
九

判
例
タ
イ
ム
ズ

建
築
基
準
法
六
五
条
と
民
法
二
三
四
条
一
項
の
関
係

三
九

O
号

一

九

七

九

都
市
計
画
法
施
行
規
則
六

O
条
の
適
合
証
明
と
建
築
確
認
の
関
係

六
七
七
号
一
九
八
八

自
治
研
修

土
地
区
劃
整
理
事
業
計
画
は
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
な
る
か

都
市
計
頭
の
た
め
の
建
築
制
限
と
損
失
補
償

違
反
建
築
除
郊
の
代
執
行
の
不
行
使
と
行
政
庁
の
賠
償
麦
任

土
地
住
宅
問
題

八
九
号

九
四
号

九
七
号

。

建
築
指
導
拒
否
意
思
表
示
の
確
認
留
保
と
国
家
賠
償

一
四
一
号

紹

介

出
血
H
4・
戸
白
羽
田
口
弘
戸
田
口
仏

一
九
八
六

ア
メ
リ
カ
法

一
九
六
五




